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満洲國民事訴訟法評繹

中　村 雄ゆ
、
耶

序 説

　満洲國建國の當初に於ては、大同元年（昭和七年）四月一日

教令第三號「暫ク從前ノ法令ヲ援用スルノ件」に依う、，民事訴

訟に付ては、民國十年公布の「民事訴訟條例」（一）が、其の儘援

用。施行せられぬ。しかし司法都に於ては康徳元年（昭和九年）

四月以來、主要法典の編纂に著手し、肇國第一次の基本的主要

法規の一として、民事訴訟法（二）は勅令第二〇六號を以て、又、

強制執行法は勅令第二〇七號を以て、銑れも同四年（昭和十二

年）六月三十日に公布せられ、民商法等と共に、外國人に封す

る治外法構撤磨の日たる同年十二月一日よう施行せられた。

　（一）　民事訴訟條例は、初め「民事訴訟法草案」として斑國＋年ぐ大疋十年）七

　　月二＋コ日大総統教令第二十六號を以て褒布せられたが、同年十一月十四日

　　大総統令を以℃「民事訴訟條例」と改欝し、翌十一年七月一日以降、民國全

　　般に施行せちる』に至つた○大髄、日本薔民事訴訟法を模したものであるが驚

　　條文に多少、相異する貼もあり、殊に人事訴訟手績を規定するも、仲裁手綾

　　に關する規定を駅くo

　（二）　満洲國民事訴訟法は、五編に分たれ、四百五十三箇條より成る。其の規定
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　　内容は日本民事訴訟法第一縮乃至第五編に相當し、張制執行芋綾は、別法典

　　を以て規定したこと、本丈に蓮．誉ミるが奴くである・樹、公示催告手績、仲裁

　　手綾に關する法律は、未だ制定の蓮びとなつてゐないo

　この満洲國民事訴訟法（瀧民訴法）は、杢文四百五十三ケ條

にて五編に分たれ．大膿日本民事訴訟法（日民訴法）を範とし、

夫れに奮民事訴訟條例等を斜酌して若干の礎更を加へたもので

ある←）。今、日民訴法と異る主なる黙を摘記すれば、凡そ次

の如くである。

　（一）　民事訴訟法は、牧野威夫氏が主任参事官として立案せられた由であるG樹、

　　踊（虚に依イLば、當初は、日本民事訴訟法よ9相當乖離した濁自の立案が試

　　みられたが、徴池田寅二郎氏等の意見に依り、大農に於て日本民事訴訟法を

　　模す’るぞこ至つたとい．ふことであるo

置　闘民訴法豊異る黙

（一）規定の膿裁　日民訴法は、「口頭辮論」立立に「裁判」に關

する規定を第一編総則第四章訴訟手績中に規定するも、満民訴

法は、之れを第二編第一章地方法院の第一審訴訟手績中に移し、

爾、「裁剣」に引績き、「和解」鮭に「訴の取下」に付き濁立の節

を設くる。叉、箪一審は訓匝法院は素よ今、地方法院に於ても

輩獅審判官の審埋に委せらるるが爲め（蒙肇農織）、準備手績の規

定は、擦訴審の規定中に移されてある。

（島）當事者蔓方閾席の場合の庭置　　當事者の墜方が口頭辮

論期日に閾席せる場合には、日民訴法第一三八條と異り、審到官

が職機を以て新期日を定め、當事者壁方を呼出すものとし、其
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の新期日若くは共の後の期日に再び當事者隻方が閾席するとき

は、訴の取下あ好～るものと看倣す（二〇八條）。此の黙、朝鮮民

事令第二九條と其の軌を一にする。

（三）　口頭辮論の追完　　當事者が．其の責に蹄すべからざる

事由に因ウロ頭辮論を爲すこと能はざ杢し場合、其の利盆防衛

の爲め口頭辮論追完の規定を設くる仁至荒篠。）。

（騨）常事者又は代理入に非ざる者の審訊　　當事者本人叉は

法定代理人は法院の許可を受け自己に替蚤事情を熟知せる者を

出頭せしむる事が出來る（藤空盗）。叉。裁定を以て完結すべき事

件に付ては法院は當事者以外の關係人をも審訊し得る（薫葦蟹）。

（五）　書面審理に依る到決　　禦決手纏に於ける口頭辮論主義

の制限は．随民訴法に比し更に高度である。即ち法院は．當事

者墾方に異議なき場合には。口頭辮論を経ずして鋼決を爲すこ

とを得べくに〇九條）、又、上告審に於ては．一一一般的に口頭辮論

を終ずして到決を爲すことが認められる（ρ聾一一條）。

（六：）裁　鋼　　裁到の種類を鋼決と裁定とに分ち．載定のう

ちに．日民訴法に於ける決定と命令とを包含せしむる。禽．到

決と裁定との問の匠別も、日民訴法に於けるが如く嚴格ではな

く．例へば上訴期間経過後の上訴は、鋼決に依らずして裁定を

以て却下すべきものとする（三六二條）。

（t）起訴前の調停手績　　匠法院の管轄に厨する財産権に基

く請求に付では、調停前置主義を採弧凡べて起訴前に調停手
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績を経べきことを張制する（塑箕猿三。）。

（八）上訴の期問虹に其の制限　　上訴期間は、日民訴法に於

けるよりも延長せられ、控訴虹に上告期問は、軌れも到決の迭

達あうたる日よう三十日とし（丙吾美喪）、即時抗吉期問は、裁到

の告知あウたる日より二週問とする（四二六條）。其の他の期問も

日民訴法に比し長い（里8食馨四）。

　次に上訴に付き制限を設くる。即ち控訴に依うて受くべき利

盆の僚額が五十圓を超過せざるとき、又、上告に依うて受くべ

き利盆の債額が二百圓を超過せざるときは、夫れ夫れ控訴・上

告を爲し得ない伝吾些喪）。

（九）匿法院事件の上告審　　琿法院事件の上告審は、高等法

院である（饗塑穣）。しかし抵鰯を避け、且つ判例の統一を期す

るが爲め、其の受理したる上告事件を最高法院へ移途するの途

を設けてゐる（四二〇條）。

（一〇）罰則規定の張化　　不當なる訴訟の途行を防止する爲

め、満民訴法には、日民訴法に存せざる罰則規定を各所に設け

てゐる。部ち濫うに除斥叉は忌避の申立を爲したるとき（四三條）・

虚偽の事實を述べ訴訟救助を受けたるとき（一二三條）、拉に濫ウ

に再審の訴を提起したる場合（四三九條）には、夫れ夫れ其の當事

者又は代理人に封し過料の制裁を課する。

II満艮訴法に存せざる規定

　日民訴法に存して満民訴法に存せざる規定の主なるものを・墨
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ぐれば…欠のi如くである。

（一）特別授襟に關する規定　　満民訴法に依れば、準禁治産

者は禁治産者と同じく訴訟無能力者であ奴四九㈱、反之。妻は

訴訟髭力者であつて。ほ民訴法に於けるが如く、限定的訴訟髭

力者（一）なるものを認めない。從て日民訴法第五〇條の如き特

別授権の規、定を敏くQ

　ぐ一）　日民訴法に依れぱ、妻蛇に準禁治産者は、原則としで夫の許可又は保佐人

　　の同意に依りてのみ有敷に訴訟行爲を爲し得るのであるから（日民一二條一

　　項四號・一四條一項一號）、限定的訴訟能力者である　（拙著、民事訴訟潅原理

　　一巻二四七頁以下滲胸○

（昌）　日民訴法に於けるが女賦．口頭辮論に於ける陳述の杢部

叉は一部を速記に依今て記鍛せしめ得る旨の規定を敏く（旦島焚

雛滲）。

（置）疏明に關し．日民訴法第二六七條二項の如き疏明に代ノ、

る宣誓若くは保謹金供託の規定を存しない。

（圏）　匠法院事件に付ては．前蓮の如く調停前置主義iを採るが

爲め、匠裁到所訴訟手績中に．日民訴法第三五六條の如き起訴

前の和解手績の規定を歓く。

畷参考文獣

　満民訴法に開する文獄は。偉。未だ極めて乏しい。本稿読筆

に當今滲照し得たるものを掲ぐれはづくの如くであるo

（一）著書・輩行本

　司法部編纂　民事訴訟汰立法理出書：（康憾八年）
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　満洲帝國民事訴訟法典・張制執行法典（司法資料第二三七號）（昭矛ll十三年）

　満洲帝國司法研究會編　民事訴訟法（瀧洲帝國新法律全集第八巻）（康徳六年）

　安武六郎・二宮丘一爾氏共著　日文満洲國民事訴訟手績（昭和＋五年）

（二）論　文

　井野英一氏　満洲國司法立法の沿革拉に司法官の身分保障に就で（法律時報第一

　　一審昭和一四年第六號）

　瀧川政次郎氏　瀧洲國司法制度の現在及將來（法律時報第七巻昭和十年第七號）

　同　　　　氏　満洲建國當初の司法制度概説（同氏著支那法制史研究昭和＋五年

　　斯載）

　大李善梧氏　濁洲國の司法制度（拓殖大學論集第四巻第二號）

　柏田忠一氏　瀧洲國の司法制度に就て（同　上）

　根道廣吉氏　瀧洲國に於ける治外法灌（法律時報第七巻昭和＋年第一一號）

　小野清一郎氏　満洲國の法院組織法について（法協第五四巻昭和十一年第三號）

飯塚敏夫氏

同　　　氏

商田　清氏

辻　朔郎氏

野間　繁氏

満洲國に於ける法院組織法（日本法學：第二塗昭和十一年：第三號）

満洲國律師（辮護士）法に就て（日本法學第四谷昭和十三年第二號）

目瀧司法事務共助法二就イテ（法學志林第四〇巻昭和十三年第五號）

満洲國民事法概観（法曹第一六巻昭和十三年第一號〉

我が民事訴訟制慶の改革論議との關聯に於ける満洲國民事訴訟法

　（法律論叢第二〇巻昭和＋六年第三號）

蜘藤令邉氏　民事訴訟法第二百八條に關する一考察（法曹雑誌第六巻康徳六年第

一〇號）
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第一編　総 財

第一章　法 院

夏土地管轄

　土地管轄に關する規定は、其の構成に於て日民訴法と杢く同

一であ銚先づ普通裁到籍を規定し．次に各種特周裁興籍を規

定する。共のうち跨民訴法の認めざる特別裁鋼籍として。手形

上の権利に關する特別載判籍（五㈱と相績に關する特別裁到籍

（一九條二項）とがある。

（一）手形支梯地の特別裁判籍　　手形上の権利に基く訴は支

彿地の法院に之れを提起することを得（五働。この規定は。嘗民

事訴訟條例第二一條に存したるものを其の儘探入れたものであ

る。旧本奮民訴法は、爲替訴訟に付きこの特溺裁判籍を規定し

たのであるが（畠覧釜霞玉現行民訴法には爲替訴訟を屡止した結

果この規定も存してゐない。しかし手形上の穰利に付き、其の

支彿地に特別裁判籍を設くるは素よみ當然であ鉱目民訴法が

會祉關係事件に付き、會祉の普通裁到籍斯在地に特別裁鋼籍を

認めたにも拘らず（易塁垂丙揉條）、手形支彿地の特別裁到籍を規定

しなかつたことは、均衡を失する。満民訴法がこの識到籍を規

定したのは適切である（一）Q
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（一）　尤も被告の利盆保護の爲め、特別裁判籍を可及的に限定せんとする立場か

　らは、反封に結論せちれ得る。特別裁鋼籍の敷を檜加する場合には、被告の

正當なる稼憾鴫め識蜥とし磁事件移勘餓（羅雍6篠）を

　活用しなければなちぬ（揺著、改正民事訴訟法評繹三八頁滲照）。しかし日本

　の現耳，息として、侮、未だこの規定の趣旨が充分に理．解せられ、叉、活用せら

　れ’でゐないo

（二）相績事件の特別裁判籍　　被相績人が満洲人であb、柑

績開始の時に浦洲國の普通裁判籍を有せざるときには．その者

の普通裁判籍は、新京特別市にあるものとする（一九條二項）。奮民

事訴訟條例第二八條二項の規定趣旨を踏襲したものであつて、

満洲國人を被相績人とする相績事件に付き、満洲國裁到籍の例，

外なき行使を意圖するが爲めには、蓋し至當の規定であらう。

登事甥管轄

　事物管轄はギ匠法院と地方法院との問に分割せられるQ匠法

院の瞥轄する民事訴訟事件は、

（一）訴訟物ノ偵額二千圓ヲ超過セザノン訴訟事件

（嵩）建物賃貸借關係二墓ク訴訟事件

C鼠）　占有椹二基ク訴訟事件

である（蕪墜誓穫）。帥ち訴訟の目的の債額二千圓迄を匠法院の管

轄に属せしめ．又、訴訟の員的の債額に拘らず麺法院の管轄に

属せしめたる事件が歎　き黒爵に於いて、日本法と異る偶葎婁蕪）。

荷、破産事件は凡べて地方法院の管轄とする（同二五條）。以上の

外．訴訟の目的の憤額算定に關する技術規定は、日民訴法の夫
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れと杢個一である（素∋

m　特別の管轄蛙に管轄の指定

　満洲國民事訴訟法は、專属管轄の規定を可及的に減少せしめ

てゐる。叉、併合せる請求に付き、E眠訴法第二一條に該當す

る牽連管轄の規定を存するのであるが（二一條〉、この規定が客観

的訴の併合にのみ適用あうて．主観的訴の併合（共同訴訟）に

適用なきものとの見解の下に（一）．「歎入ヲ共同被告トシテ訴ヲ

提1起セントスノン場合二於テ共ノ藪入二共通ノ裁少り籍ナキトキ」

は、申立に因ら關係ある法院に共通する直近上級法院が、管轄

法院を指定する旨を規定する信號條）（轟）。但し訴訟の目的たる

機利又は義務が同種の原因に基く場合を除外するが故に（同條但

書）・この揚合には、藪人の共同訴訟入の闘に共通の裁到籍なき

，限今、共同訴訟を爲し得ないこととなる。この様に共同訴訟の

揚合、疏民訴法と異弧牽蓮管轄を認めずして管轄指定の方法

に糠らしむることも一つの立法態度であるが、、しかし斯くして

併合せる講求に付ての牽蓮管轄に關する前掲第二一條の共同訴

訟に付ての適用を除外するならぱ。同條は、訴の併合の一揚合

に過ぎの訴の客観的併合以外には適用せられないこととなるQ

然らばこの規定は、管轄に關する総則規定中よウ削除して、客

糊的訴の併合に關する第一七八條中に規定するのが至當であっ

たと云はなければならない。この邊、研究の不足が見受けられ

るo
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　（一）形式的一個の訴に於て敷個の請求を併合主張する場合には、客麹的訴の併

　　合の外、何、主観的訴の併合がある（拙著、訴訟法學の盤系と訴訟改革理諭

　　一二四頁参照）。從て日民訴法第二一條（満民訴二一條）の解繹としては、主

　　灘的訴の併合（共同訴訟）にも其の適用ありと倣さなければならぬ。この管轄

　　規定が共同訴訟に適用なしとする主張は、この規定の適用範園の鯨りにも彪

　　大なるを矯めんとする意圖に出づるも、解繹論とし’では無理である　（拙著、

　　葡揚原理一巻二一〇頁以下滲照）。判例は、本條の主観的訴の併合に付ての適

　　用を原則的に認め（昭和六・九・ご五、大民五決定、民集一〇巻八三九頁）、而

　　して更に其の適用範園の援大を防止する爲め、例外として相手方相互問に何

　　等牽連關係なき揚合（帥ち同種の原囚に基く揚合）に限り、本條の適用を否認

　　する（昭和九・八・二二、大民三判決、判決全・集第九、一七頁、法律新聞三七

　　四六號一一頁）。解繹論の域を脱せず、具盤的妥當を求むる判臨と云ひ得る。

　（二）共同被告と爲すべき敷人の問に共通の裁鋼籍の存せざる場合の立法例には

　　種々ある（拙著、改正民事訴訟法評鐸二九頁以下滲照）。而してこの揚合、直

　　近上級裁判所に於て其の管轄裁判所を指定するの方法は、ドイツ民訴法の探

　　れ・る方法であつて（同三六條三號）、満民訴法は之れ’に倣へるものである，う

w　裁判所職員の除斥・忌邊勉に同邊

　日民訴法と殆ど其の規定を同一にし、唯、僅かに次の諸黒占に

於て異なれるに過ぎない。

（一）除斥・忌避に關する裁定を爲すべき地方法院が裁定を爲

し得ざる場合には、その直近上級法院に於て裁到を爲す旨を規

定してゐる（三八條三項〉。蓋し地方法院に於ける審判官の員藪不

足の揚合を慮つたものであらう。

（二）當事者叉は其の代理人が、濫奴こ除斥叉は忌避の申立を

爲したるときは、法院は其の申立を却下する裁定に於て、其の

者を五百圓以下の過料に庭し得る（四三條）（→。
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（一）　この規定は、奮民訴條例にも存しない。尤も一九三三年のポーランド昆事

　訴訟法第六一條に、悪意に依る除斥申立に封ナる制裁規定を存するも　ぐ司法

　資料第一九五號、ぷ一ランド新民事訴訟法参照）、暗合であつて夫れを摸した

　ものでもないo

第ご章當　事　者

夏當事者能力、訴訟能力雌に特別授椹

　當事者能力に關しては、日民訴法と全く規定を同じくする。

訴訟能力に關しては．準禁治産者をば、未成年者拉に禁治産者

と同じく訴訟無能力者と爲し。法定代理人に依今てのみ訴訟行

爲を爲し得るものと規定する（四九働。この黙日民訴法と異る。

期くて満民訴法に依れぱ．當事者は訴訟能力者か。然らずんば

訴訟無能力者であつて．現在の塵も民法を初め各實艦法拉に訴

訟法に．特定訴訟行爲を爲すに付ての特別授樺礎膏琴2糞馨蕪響）

の規定を存しない（→。從つて夫れに關する日民訴法第五〇條

の如き規定が設けられてゐない。

　（一）　從て満民訴法の下には・断謂限定的訴訟能力者（拙著・原理一巻二四七頁

　　以下〉なるものを存しなレ㌔

豆共同訴訟

　次の黙を異にするに止ま今、其の他は、旧民訴法と全く同一

に規定せられる。
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（一）共同訴訟の場合には、併合せる請求に付ての牽連管轄を

規定する第二一條の適用なしとの見解の下に、前述の如く共同

被告と爲すべき藪人に共通の裁到籍なきときは、直近上級裁判

斯の管轄指定に依るべきものとする（蓑璽號一）。この黙、日民訴

法と異なる。

（二）満民訴法には、前述の如く特別授樺の制度を存しないが

故に、共同訴訟に關しても、日民訴法第六三條に該當する規定

を歓く。

IH　訴訟参加

　訴訟零加を補助滲加と當事者滲加とに分ち、更に當事者滲加

を猫立滲加六九働と共同訴訟的滲加出三條）とに細分すること、

拉にその夫れ夫れの規定は、日民訴法と同一である。但し匠法

院を除き、墾加の申出を必ず書面に依らしむる黒汽に於て異る

（炎議墜塩蓼盟）。禽、奮民訴條例は、濁民訴法に微ぴ、訴提起の敷

力として所謂當事者確定の制度を探つたのであるが（穰塁叢藩葦

覆塗裂暴姦七）（→、　新満洲國民事訴訟法は、訴の提起に付き斯か

る致力を認めず、日民訴法に倣ひ、夫れと杢く同一に訴訟引受

拉に脱退を規定する（茎宅墜覆）。

　（一）　ドイツ民訴法第二六五條に「擢利拘束ハ當事者ノー方又ノ・地方力係畢物ヲ

　　譲渡シ又ハ主張シタル灌：利ヲ移韓スルノ擢：利ヲ妨ケス」とi規定し、更に「其

　　ノ譲渡又ハ移韓ハ訴訟二侮等ノ影響ヲ及ホサス」とあるが故に、ドイツ民訴

　　法の下に於ては、訴訟り繋厨中に訴訟の目的たる罐利の移韓あるも、蕉椹利

　　者は依然として訴訟を途行し、判決も其の名に於℃督渡さ恥る（Stein－Jon一
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as，Bd．L　zu§26511L8・675）。　奮民訴條例も、この規定に微つたので

あつたo

夏V　訴訟代理人及び輔佐人

　訴訟代理に關しては、律師（辮護士）の不足なることに鑑み．

地方法院に於ても鞠法院の許可を受けたる揚合には、琿法院に

於けると同じく噛律師に非ざる者を訴訟代理人ブ～らしむること

を許す（七七條）（→．

　奮民訴條例に依れば、訴訟能力を有するとい、～、ことの外．訴

訟代理人の資格に制限なく．唯、律師に非ざる訴訟代理人は、

法院に於て裁決（決定）を以て之れを禁止し得るに止識つた（蘇農

璽綾）。夫れに比すれば。制限を強化したわけである。

　（一〉　朝鮮民事令第二一條に依れば、凡べての合議裁鋼所に於て、其の許可を得

　　て、當事者は辮護士に非ざる者を訴訟代理人と爲すことを許される。

第三章訴訟費用

　訴訟費用に關しては、践民訴法と同じく第…節訴訟費用ノ負

推・第二節訴訟費用ノ澹保・第三節訴訟上ノ救助・の三節に分

ち、第八七條乃至第一二四條に其の規定を設くる。日民訴法と

異る黙を墨ぐれば、次の如くである。

（一）原告の滲加人に封する訴訟費用の捲保提供の命令　　原

告が満洲國に佳所・事務所及螢業所を有せざるときは、日民訴
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法と同じく被告の申立に依う、裁定を以て原告に訴訟費用の捲

保を供すべきことを命ずるのであるが（雇Ω蚕）、此の規定は、原

告の爲め滲加を爲したる者が、満洲國に佳所・事務所及螢業所

を有せざる揚合に準用せられる（一〇六條〉。尤も講求の一部に付

き雫なき揚合に於て、其の額が櫓保に充分なるときは、原告の

罐保供與義務を冤除するのであるが（藤2蚕）、滲加入に付ては此

の規定の準用なく、從て其の冤除を受けない。

（二）保談人に依る謄保　　訴訟費用の捲保を供するには、金

銭叉は法院が相當と認むる有債讃券を供託して、之れを爲すを

以て原則とすること、目民訴法と同じきも（旦農蚕蓑一）、罐保を供

すべき者が斯かる罐保を供すること能はざるときは、法院は、

満洲國に普通裁判籍を有する資力ある者の保詮を以て、之れに

代ふることを許すことが出來る。この揚合の保謹は、保謹書を

法院に提出して之れを爲すべきものとする（墜垂）。この保謹人

は、其の保謹金額に付き、蓮帯保談人と同一の責任を負推する

（醸曇）．

（三）　受救椹の濫用に封する制裁　　當事者が虚偽の事實を述

べ訴訟救助を受けたるときは、法院は裁定を以て共の者を三百

圓以下の過料に庭する（一二三條）。奮民訴條例第一三七條にも、

之れと同一趣旨の規定が存し、夫れを踏襲したものであつて．

満洲國の現状としては必要なのであらう。
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第四章　訴　訟　手　績

　本章は第一節迭達・第二節期日及期問・第三節訴訟手績ノ中

噺及中止・の三節に分たれる。日民訴法と異なウ．口頭辮論拉

に裁鋼の規定は．地方法院の訴訟手績の規定に移されてゐる。

闘民訴法と規定を異にする黙を墨ぐれば．次の如くである。

夏逡　建

（一）　途達の相手方　　嘗事者が訴訟代理入に依うて訴訟を爲

すときは、邊達は之れを訴訟代理人に爲すものとする（一三三條）。

この規定は．訴訟代理入を任設し血る本人に封する迭達を違法

と爲すものか否か、規定のみに依ウては明白でないが．この規

定の存する故を以て、本人にi封する迭達を無敷若くは違法なら

しむべき理由に乏しい。さればこの規定は。訴訟代理人にも途

達を爲し得る旨の規定と解するのが至當であらう。然らぱ本條

は、立法理由書に竜示さる㌧が如く、當然の事項を規定し喪る

に止ま弧些か蛇足の戚がある。

（二）　假住所屈出の敷力　　當事者・法定代理人又は訴訟代理

人が．受訴法院の所在地に於て迭達を受くべき揚所及び途達受

取人を定め之れを屈出かる揚合には、共の屈出は、當該法院の

みならず同一の地域に在る各審級の法院に封し其の敷力を有す

る（蕪…姦）。蓋しこの屈出書は地當然訴訟記録に編綴せらる㌧が
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故に、審級を異にする毎に同一屈出を重ねしむる無盆の勢を省

かんとするものであらう。この黙、日民訴法と共の規定を異に

するのみならず、荷、受訴法院の所在地に住所。居所・事務所

叉は螢業所を有せざるにも拘らず、この屈出を怠りたる場合に

付き、日民訴法の如1其の者の住所其の他途達吏に依り迭達す

べき揚所に宛て、書留郵便に付して登迭し得る旨の規定を敏く

（農塁蛮蓼薫O）。從てこの揚合にも、法院は、迭達吏k依わ正規の

手績を経て迭達を爲さなければならない。

（三）　職権に依る公示迭淫　　公示途達は、申立に依るの外、

訴訟の遅滞を避くる爲め必要ありと認むるときは、審判官の許

可を受け職概以て公示徽爲すことが出來る講肺民

訴法公布の當時⊆昭和十二年）には、未だ日民訴法にもこの規

定を存しなかつたが、翌十三年の改正に依う同一の規定が設け

ら勲のである（羅纂薫八）．

II期日及び期問

く一）　期日の手旨定及こバ凝更　　　期日の指定1よ、　日及び旧寺：を定め

て爲すものと規定する（雇螺）。日民訴法にこの規定を存しない

のは、蓋し當然なるが故である。次に期日の鍵更に關しては、

日民訴法の規定が、衆議院に於ける第一五二條第四項の挿入に

因ウ不徹底となれるに鑑み、期日は顯著なる事由の存する揚合

に限ゆ之れを憂更し得る旨を規定する。從て日民訴法に於ける

が如く、最初の期日なるが故に相手方の同意あれば、顯著の事
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由の存せざる場合にも。荷。其の慶更を許すとは考へられないQ

但しその反面、其の後の期日であつても．顯著の事由あれば其

の墾更を許すべき趣旨が明かにせられてゐる。されは顯著なる

事由の存するにも拘らず、期目墾更の申立を却下したる場合に

は、夫れに封する不服の申立を許して然るべきであるが．期日

の憂更を許すと否とは法院の職礎事項に属するの故を以て．不

服の申立を許さ畷るものとする（嚢笙藩薦憲疾産良撃轟裟携塁毒藝義塗

云八）。街又夫れが噸辮論追完の粒（一五七條）の事由と働

得るか問題であるが．條文の解繹としては。否定的結論を探る

外ないであらう（吻。

　（一）　尤も其の顯著なる事由に依る期罧の不串頭が、其の者の責に露すべからぎ

　　る事由に因る不串頭と認めらるXときは、素より夫孝Lは口頭辮論追完の申立

　　となるであらうo

（嵩）　不礎期間の追完　　當事者が共の責に蹄すべからざる事

由に因む不礎期問内に爲すべき訴訟行爲（例．上訴）を爲すこ

と能はざ1）し揚合に於ては．其の追完を許すこと賢民訴法と同

じい（一五六備（吻。而してこの追完の申立は、右事由の止みたる

後．二週問以内に之れを爲すべきものと規定し．日民訴法に比し

共の期問を延長したばか蚤でなく恥禽隔この期問を以て不漫期

問と爲すが故に帳｛甕）．再びこの期問を徒過した場合にも。随

民訴法に於けると異なう、其の追完が許される。

　（一・）但し判例は、控訴期間緯過後に控訴を提起し、控訴却下二D裁鋼ありたる後

　　に於ては、「控訴期r珂ノ’1解怠力當5事者ノ責二露スヘカラサル事’由二囚リタル瓢
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　　トヲ理由トシテ更二控訴提起ヲ疸完スルコトヲ得サルモノトス」といふてゐ

　　る（康徳六・九・二〇、最高法院民事第一庭裁決、満洲最高法院民事判決例

　　四巻九號、四〇五頁）Q

（三）　口頭辮論の追完　　當事者の一方が口頭辮論の期日に閾

席しぬるときは、其の者に付ては書面審理に依う訴訟資料を蒐

集し得べくに〇五條）、叉、蔓方閾席の揚合には、職権を以て新

期日を指定し、其の新期日若くは其の後の期日に再び當事者の

壁方が閾席するときは、訴の取下あうたるものと看倣されるが

（圭望童篠盤蚕藩哲雲穰下）、これ等の揚合、閾席當事者は其の責に

館すべからざる事由に依う當該期日に於て口頭辮論を爲すこと

能はざムし旨を事由として、其の追完の申立を爲すことが出來

る（葎互蚕）←）。尚・閾席の儘判決の言渡あうたる場合には・其

の判決に甥し敗訴當．事者よう上訴を爲し得るのであるが、この

追完の申立ありたるときは、其の申立が却下せられ若くは取下

られたる後でなければ、上訴を爲し得ない（同條二項）。蓋し訴訟

手績の進行が二途に岐れることを防止せんとするにある。

　（一）　朝鮮民事令は、この揚合を期日指定の申立として規定してゐる（同二九條

　　三項）。

　この追完の申立は、申立の趣旨及び理由を具し口頭辮論を爲

すべき法院に、その事由の止みたる後二週周以内に之れを爲す

ことを要する（二拐灘一項）。而して法院が、追完の申立を不當と

認むるときは裁定を以て之れを却下すべく（雇垂董）、反之、其の

申立を相當と認むるときは口頭辮論を再開し、改めて到決を爲
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すものとする（養蓼壷）。

亙∬　訴訟手綾の中断及び中止

　満洲國には信託法が制定せられてゐないが爲め、受託者の信

託の任務の絡了したる場合に於ける訴訟手績の中断拉に受縫に

關する規定を敏く（旦篠蓼最一）。其の他は。全く日民訴法と規定

を同じくする。

第二編　第一審の訴訟手績

策一章　地方法院の訴訟手綾

　本章は、第一節訴ノ提起及縫更．第二節口頭辮論、第三節謹

擦．第四締裁判。第五籔和解、第六節訴ノ取下の六節に分たれ

る。口頭辮論と裁判とに關する規定をば亀総則編よめ地方法院

の箪一審訴訟手績中に移し．和解拉に訴の取下に付き猫立の節

を設けプ～乙と前述の如くである。

亙　訴の提起茂び攣更

　日民訴法が第一節訴（壼圭云塗覆）として規定する塵を、満民訴

法は、第一節訴ノ提起及鍵更と題して規定する。而して満民訴
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法は、訴の取下に付き狗立の節を設けたが爲め、訴の取下に關

する日民訴法算二三六條乃至第二三八條拉に第二四一條に該當

する規定をば其の節に移したが、其の他の規定は計日民訴法と

杢く同じである。唯、訴の墾更に關する日民訴法第二三二條に

は「原告ハ・…請求又ノ・請求ノ原因ヲ攣更スノyコトヲ得」とある

も、この規定は、訴ラ伏に記載せらるべき「請求の趣旨又は原因」

の鍵更を意味するものなることに付ては殆ど異論の徐地はない

（→。其の故淀、同條に該當する満民訴法第一八三條は「原告

ノ・…・請求ノ趣旨又ノ・原因ヲ礎更スノンコトヲ得」と規定してゐ

ろ。蓋し至當である。

　（一）　拙著、前掲詐群一五八頁註一。講義案中雀ご五七頁以下滲照。

II　ロ頭辮論

　第二節口頭辮論は、日民訴法が総則編中に置きたる條文を袋

に移し．準備書面に關する條交と合併せしことを除けば、其の

規定する慮、日民訴法と甚しき相蓮を存しない。その異なる主

なる黒占を墨ぐれ．ば、次の1如くである。

（一）鐸文添附の省略　　外國語を以て作りたる文書には、日

民訴法は、その鐸文の添附を強制するも（駅穫二）、満民訴法は。

斯かる張制的規定を設けてゐない。蓋し満洲國にては、民國語

の外、日本語、日本交も官用せられ、荷、蒙古語共の飽地方語

も使用せられてゐるのであつて、國語と外國語との限界が曖昧

である。この爲め訴訟書類に鐸文添附を必要とするか否かを、
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實際手績上の問題に残したのである。

（二）　代人の出頭　　法院は、訴訟關係を明瞭ならしむる爲め、

當事者本人又は共の法定代理人の出頭を命じ得ること．日民訴

法に於けると同様であるが（二蛮空獲）、満洲國の特別事情に鑑み

て、この命を受けブ～る當事者本人叉は其の法定代理人は、法院

の許可を受け、自已に代る事精を熟知せる者を出頭せしめ得る

旨を規定する（同條二項）。この場合、代人の陳述を以て直ちに本人

の陳述と看倣し得るか問題であるが．訴訟手績の圓滑なる進行

の爲めには、共の者の陳述を以て本人の陳述と看徹す外ないで

あらう。起草者としても、其の考へであつプ～もの』如くである。

（三）　擬制自白　　當事者が．口頭辮論に於て相手方の主張し

たる事實を明らかに箏はざるときは梅その事實を自白したるも

のと看倣すこと、日民訴法に於けると同様であるが（揉Ω蚕）、當

事者の一方が口頭辮論期日に出頭せざるが爲め、之れを争1はざ

る揚合にも、衙、この規定に依う自臼を擬制し得るか、純理論

としては議論の絵地がある（吻。傍て満民訴法は．この擬制自

白の規定をば、「當事者力口頭辮論ノ期目二出頭セス又ハ禺頭ス

ノンモ辮論ヲ爲サザノン場合二之ヲ準用ス」る旨を定むる（同條三劇。

　（一）　拙著、前掲評繹二五五頁以下滲照。

（圏）　當事者壁方再度不出頭の場合の庭置　　當事者蟹方が。

口頭辮論の期日に出頭せず、又は出頭するも辮論を爲さずして

退庭したる場合、日民訴法に於けると異な弧職権に依蚤期ほ
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を指定すべきものとなし、「審到官ノ・新期日ヲ定メ當事者壁方ヲ

呼出スコトヲ要ス」と規定する（揉Ω董）。併し斯くして指定せら

れプ～る新期日叉は其の後の期日に、再度、當事者墜方が出頭せ

ず、又は辮論を爲さずして退庭したるときは、訴の取下あめた

るものと看倣す傭條二項）（一）。術、夫れが上訴審なれば、上訴の

取下あウしものと看倣される（藩吾娠項）。この黒占、日民訴法と

異なう、朝鮮民事令第二九條に倣ふたものである。この當事者

蔓方の再度閥席に因る訴又は上訴取下の敷力は、法律の規定に

因う當然生ずるのであつて、當事者が期日前に準備書面を提出

したると否とを問はない。叉、其の結果に付き、之れを當事者

に告知する必要もない儒箆叢議澆愚少農離雛舞些鶴責満）。但

し其の不出頭が、當事者の責に蹄すべからざる事由に因る揚合

には、口頭辮論の追完の申立を爲し得ること、既述の如くであ

る（竣簸）．

　（一）　この制度に付ては、加藤令造氏、民事訴訟法第二百八條に開する考察（法

　　曹雑誌六巻一〇號）に詳細なる研究があろo

（五）　書面審理に依る到決　　判決手績に付ては、日民訴法と

同じく口頭辮論主義を以て原則となし、特殊なる場合に限弧

口頭辮論を経ずして到決を爲すことをば認めてゐるのであるが

（≡≡手墜晃琶藻奪）（一）、術、一般に當事者蔓方に異議なき揚合に

は、口頭辮論を経ずして書面審理に依う到決を爲し得べきこと

を規定する（二〇九條）（二）。この場合には、法院は、期問を定め
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て書面を．以て陳述すべきことを、當事者に命ずることが出來る

（同條、。

　（一）起草原案としては、満洲國の國土彪大なるに鑑み、當事者不毘頭の揚合に

　　は、職椹を以て書面審理を爲す規定を設けた由であるが、起草關係者閥に異

　　論もあり、且つ新たなる試みとして立法技術的困難も加はり、確定案にては

　　創除せられた由であるo

　（轟）　更に上告審にては、當事者の異議の有無に拘らず・口頭辮論を纒ずして鋼

　　決を爲すことカミ出來る　（四一一面廉1）o

〈六）調　書　　速記に依る記録の作成は、満民訴法に於て認

めてゐない。共の他調書に關する規定は、日民訴法と全く同じ。

互蟹　謹i嬢及び謹擦調手績

　讃糠に關しては、日民訴法と殆ど同一なる規定を設くる。帥

ち簗一款絡則（壼二曼墜篠）に績き、各個の鐙篠を第二款謹人訊間

俵孟黎）、第三款鑑定（蓋杢雲爆）・第四款綴儲晃離）・第

五款瞼謝茎聖死黎）、第六款當輔訊問（蓋墾讐盈）紛ちて規定

する。其の異なる主なる黙を墨ぐれば次の如し。

（一）総　則　　滴民訴法は、疏明に關し即時に取調ぶること

を得べき謹撮に依うて爲すべき旨を規定するに止まう（二二二條）、

目民訴法の如く．疏明に代る宣誓若くは保謹金供託の規定を設

けてゐない（塁異焚秀窒圭奪5盛蓼撮）・叉・受託審判官が・謹嫁調に

關し裁判を爲すべき揚合に於て相當と認むると獣乱自ら其・の

裁到を爲さずして、受訴法院にi封し其の裁到を爲すべきことを

請求し得べきものとしてゐる喉…量）。この規定は、貯1民訴法に
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存しないが、蓋し實際上の便宜を慮つたものであらう。

（二）謹人訊問　　謹人の呼出状には訊問事項の要領を添附す

べきこと、日民訴法に於けると同一であるが（三毒皇舞）、しかし

法院が相當と認むるときは、呼出状にこの要領の記載を省略し

得るものとしてある。次に讃人の不出頭、讃言又は宣誓拒絶に

封する制裁は、三百圓以下の過料であつて、日民訴法に比し低

額である信毒金森）。叉、読入が宣誓書に署名すること能はざる

場合には、法院書記官が代書すべき旨を規定する（侯匹盗）。これ

等は、軌れも満洲國の特殊事情に基く規定である。

偉）　當事者訊問　　奮民事訴訟條例は、ドイツ民訴法に倣び、

當事者訊問の規定を存しなかつたのであるが、満民訴法は、範

を日民訴法に探ウ、當事者訊問の規定を設くる。

w裁判
　裁鋼に關し、日民訴法と異なる主なる黙を撃ぐれば、次の如

くである。

く一）裁到の種類　　満民訴法は、裁興を分ちて「到決」と「裁

定」と爲す。「到決」は原則として必要的口頭辮論に基き、「訴

訟」に付きて爲す法院の裁判を指稻し、之れを終局到決と中問

鋼決とに分つこと、日民訴法と同じ（ろ竺ご…雇）。叉、「裁定」と

は、法院が任意的口頭辮論若くは書面審理に依うて爲す裁判、

郎ち日民訴法に於ける「決定」に該當する裁到をいふのである

が（揉呈畢）、樹、日民訴法の「命令」に該當する裁到をも、之れ
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に包含せしむる。この裁定を爲すに當り口頭辮論を爲さ思る揚

合に於ては、法院は當事者の外、其の利害關係人をも審訊し得

る（同條二項）o

　斯く満民訴法が、「裁到」を「到決」と「裁定」とに二分し、日民

訴法の「決定」に當るものと「命令」に當るものとの二種を認めた

のは、薔民訴條例が、裁到を分ちて「判決」と「裁決」とに爲せる

轍へる初である（輩麟翫）・しかし眠訴法の腱」と

「命令」とは、本質的にも手績上にも著しき相異があ帆杢膿的

構成に於てH民訴法に遵ひながら、この黒占にのみ奮民訴條例に

倣ひ、この爾者を合併せることは無理であつた。その爲め無用

の混飢と規定の曖昧とを招いてゐる。例へば審到長、受命若く

は受託審到官の爲す裁到は、「裁定」の形式を以て爲されなけれ

ばならないが、其の旨の規定が見當らない。又、當事者其の他

の關係人の審訊に關する第二三四條は、審判長、受命若くは受

託審到官が裁定を爲す揚合に準用せられて然るべきであるが、

其の準用規定を飲く。

（二》　口頭辮論追完の場合に於ける裁判　　満洲國民訴法は、

當事者が其の責に婦すべからざる事由に因う口頭辮論を爲すこ

と能はざウし場合に於て、其の追完の申立を許すことは既に述

ベプ～（：至夫灘而してこ礎完の粒あ嫌錫合、新噸辮

論に某き言渡すべき判決が、前に言渡したる到決と符合すると

きは之れを維持し、符合せざるときは之れを取消すべきものと
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する（三一六條）。而して前判決を取消す場合には、改めて訴訟の

総費用に付き裁到を爲すべきものとする（三二五條）。要之、我が

奮民訴法に存しぬる開席到決の制度（鼻蒐塁重柔竪藤）（→に制限と

墾更とを加へて復活せしめしものと看ることが出來るに）。

　（一）　朝鮮民事令第三四條は、地方法院に於て判事軍濁にて裁判を爲す事件に付

　　き、この關席判決の制度を存置する。

　（二）關席判決は、常に關席當事者敗訴の判決であつて、關席當事者より適法な

　　る敵障の申立あるときは、訴訟は關席前の程度に復し旧奮民訴二六〇條）、

　　其の故障の申立には、其の者に鰯怠なかりしことを事由とする必要がない。

　　しかしこの口頭辮論追完の申立を爲すには、當事春の不出頭が其の者の責に

　　蹄すべからざる事由に基くことを必要とする。但し不霞頭の當事者が勝訴す

　　るなちば、素よりこの申立を爲す必要はないo

（三）假執行宣言の追完　　満民訴法は、假執行に關する裁到

を脱漏したる揚合に付き、到決補充の規定を準用し、申立に因

卦叉は職椹を以て、共の裁判を補充し得べきことを規定する（三

二八働。この黙日民訴法に其の規定を歓き、ドイツ民訴法に倣

へ縄のである（謬聖：譲）。

（國）裁定の告知　　裁定は告知に因りてその敷力を生ずるこ

と、一日民訴法に於けると同じ（揉三輩）。しかし其の告知の方法に

付ては、日民訴法ようも丁重なる規定を設け、其の告知に因め

不服申立の期聞（不憂期問）の進行を開始すべきものに付ては、

特に判決と同じく迭達の方法に依う告知すべきものと定むる（同

二項）。而して其の他の裁定の告知にぱ、日民訴法と同じく相當

と認むる方法を以て爲すことを許す（同條三凋。
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　満民訴法は、日民訴法に依れば到決を爲すべき事項に付ても

裁定を以て裁到を爲すべき旨を規定する揚合があ蘇契三藤）、裁

定に付ても、愼重なる態度の下に、夫れに因ら不憂期問の進行

を開始すべき場合には。到決と同じく迭達¢）方法に依るべきも

のと爲しプ～のである。而かも共の迭達に付ても、當事者叉は其

の代理入が、法院の所在地に迭達を受くべき揚所及び迭達受取

入を定めざる場合にも。日民訴法に於けるが如く郵便に付する

迭達を爲すことなく、前述の如く其の者の住所・居所叉は事務

所・螢業所に於て、正規の手績の下に迭達吏に依る迭達を爲す

べきものとする。これ等の黙。日民訴法に比し愼重萬杢の策を

採れることが見受けられる。蓋し至當である。

（五）講求の拠棄・認諾の場合の手績　　満民訴法は、日民訴

法に於けると異な弧請求の拠棄若くは認諾あうたる場合．其

の旨の調書を作成するの外（藤二義玉荷。講求の馳棄なれぱ原告

の請求棄却の判決を爲し．又．請求の認諾なれば被告敗訴の到

決を爲すべきものとする（三一五條）。この黙、ドイッ民訴法に倣

へるものである（塑曇葎三）。しかし地方。裁到上の和解成立の場

合には。後述の如く日民訴法と同じく、調書の作成に依蚤訴訟

手績を絡了せしめ。且つ共の調書記載に確定判決と同一の敷力

を有せしむるのであつて（三四一條）、彼此手績上の均衡を失する、，

惟メ、に裁到上の和解の場合には。その和解の内容が和解調書に

於て明白とせられるが．請求の拠棄若くは認諾の揚合には、調
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書には軍に講求の抱棄若くは認諾のありたる旨の記載のみが爲

され、其の如何なる講求に付て爲されたるか、記録に付て看る

外なき場合を存し得る。その爲め、後に於て雫の生ずるを避け

んとしたものである。而してこの場合の到決に付き、別段の規

定を存しないが故に、判決に關する一般規定（三二一條）に從ひ作

成せられなければならの。但し孚黙虹に理由は、記載すべき事

項を敏く。兎に角、到決に依り、如何なる請求に付き認諾若く

は拠棄あウたるかを明かならしむべきものとする。

（六）和解虹に訴の取下　　満民訴法は、和解虹に訴の取下に

付き、濁立の節を設くること前述の如くである。而して其の規

定は、日民訴法の夫れと全く同一であるが、唯、訴の取下に付

ては、相手方の同意に關し、當時の日民訴法第二三六條に倣へ

るが爲め（養里壼）、其の同意は、昭和十三年の改正以前の日民訴

法に於けると同じく、訴の取下の成立要件となつてゐる。

第二章　匠法院の訴訟手綾

　旺法院の訴訟手績には、別段の規定ある揚合を除く外、地方

法院の訴訟手績の規定を準用すること、日民訴法に於けると同

じ（三四五條）。以下匿法院に於ける訴訟手績に關し日民訴法の規

定と異る黙を掲ぐる。

（一）　中間確認の訴提起の場合に於ける事件の移迭　　被告が
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地方法院の管轄に属する講求に付き反訴を提起したる揚合、相

手方の申立あるときは、裁定を以て本訴及び反訴を地方法院に

移迭すべきこと、而して移迭の裁定に封しては、不服を申立て

得ざること・日民訴法に於けると同じであるが（三竪蟻）、術、

この規定を．訴訟の進行中．原告若くは被告が中問確認の訴を

提起したる揚合に準用し、其の確認到決の講求が地方法院の管

轄に属する揚合には．本訴と共に地方法院に移迭すべきものと

する飼條三動。

（嵩）到決に於ける事實及び理由の記載　　匠法院の鋼決には、

事實及理由を記載するに當卦．請求の趣旨及び原因の要旨、其

の原因の有無拉に講求を排斥する理由たる抗辮の要旨を表示す

るを以て足ること。旧民訴法に於けると同じい（藻互量）。しかし

相殺の爲め主張したる請求の成立又は不成立の判断は、剣決に

記載しなければなら戯（同條二項）。

（罵）　其の他　　溝民訴法に依れば、滲加の申出は、書面の提

出に依うて爲すこと』せられてゐるが（さ蚕條）、匠法院の訴訟手

績に於ては。特に口頭に依る訴訟滲加の申出が許される（藤璽蛮）。

叉。匿法院の事件に付ては、前述の如く調停法（肇隻嬰矢霧令）の

規定に依銚宏く起訴前の調停手績が行はれてゐるが爲め、日

民訴法第三五六條に該當する起訴前の和解手績に關する規定を

敏く。

　序ながら満洲國司法當局は、地方法院の管轄に属する事伴に
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付て竜、起訴前の調停手績を設くべく目下立案中とのことであ

る。

第三編上 訴

第一章控 訴

　控訴に關する規定中、日民訴法と異る黙を墨ぐれば、凡そ次

の如くである。

亙控訴の制限

　満民訴法は、日民訴法と異なう無制約的に控訴の提起を許さ

ず、「財産穰二墓ク到決二封シテノ・控訴二依リテ受クベキ利盆ノ

債額力五十圓ヲ超過セサノレトキ」は控訴を爲し得ざるものとす

る（擢i蓑）。この債額は控訴の時を標準として之れを定め、控訴

審に於て接張したる請求の債額は之れに算入しない。叉、其の

算定は、訴訟の目的の債額算定の方法に從ふ（璽隻子奎塁葎。）・

　控訴の制限は、現行n民訴法改正案にも存し穴のであるが（整

葉塞揉）、衆議院に於て削除せられた。元來、控訴の制限は、夫れ

自膿問題であるばか今でなく、殊に上訴に依うて受くべき利盆

の程度に依う上訴を制限することは好ましくない。夫れは債額
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の低い事件をして。よわ低き穰利保護を以て満足せしむべき理

由を見出し得ないと云ふことの外．上訴の制限せられたる事件

に付ては。上訴の許される事件に比し原審に於ける一層周到な

る審理を必要とするにも拘らず、實際に於ては、上級審に於て

到決の内容を槍討せらる㌧虞なきが爲め。却て其の審理が疎漏

に流れるといふ弊が豫想せられる。上訴を制限するドイツ民訴

法の下に於て、既に斯かる現象が見受けられるのである（→。

　（一）民事司法の疾患（司法資料二一九膿）三四頁。拙著前掲、訴訟法學の盤系二

　　一五頁。摘稿、民事訴訟改革の理論と其の方法、民商法誌一三巻二號二一九

　　頁参照。

　ともあれ満洲國の現歌としては、三審級制度を完杢に保持す

べき必要と理由とに乏しい。而して夫れに制限を設くるとすれ

ば．上訴利盆の多寡に因蚤制限するtとが技術的に最も簡便で

あることに疑びはない。この意味に於て、前掲満民訴法の探れ

る控訴の制限は、安當のものと認められなければならない（→。

　（一り　制魔は其の國の文化の程度を反映するo満民訴法として是認ぜらるX露の

　　ものが、其の儘、日民訴法の規定乏して妥當するものとは限られないo技徳

　　的に相當の困難を伴ふも、日民訴法としては、控訴制限よりも上告制限に重

　　黙を置くべきものと考へる（拙著薗掲、訴訟法學の農系二一八、二七二頁以

　　下。拙稿前掲、民商法誌一三巻二號二二一頁、四號五六六頁以下滲照）Q

聾控訴期問
　控訴は、日奮民訴法に於けるが如く、判決の迭達あ蚤たる日

よう三十卜1以内に提起すべきものとする（藤互蚕）。現行日民訴法

は．訴訟促進の要求に押されて控訴期問を僅か二週問に短縮し
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（具奨葎三）、その爲め却て控訴事件歎を増加せしめ、逆敷果をも

生じた。満洲國の現歌より看て之れを延長したのは至當であら

う。更に奮日民訴法に存したるが如き、里程猶豫の規定を設く

ることが適當であつたとも考へられる。

　控訴の提起は、日民訴法と同じく控訴状を第一審法院叉は控

訴法院に提出して之れを爲すのであるが（羨五盗）、匝法院の判決

に封する控訴は、口頭を以て提起することが許される（三六一條）。

匠法院事件は、その控訴審に於ても特別簡易手績に依らしむる

が至當であつて、日民訴法が夫れを地方裁判所事件と同一手績

に依らしめてゐるのは妥當と云ひ難い。浦民訴法が、匿法院事

件の口頭に依る控訴の提起を許したのは、些細の事柄であるが、

よき着眼であつブ～。望蜀の戚あるも、術、夫れ以外にも簡易手

績が考慮せられて然るべきであつた。

皿1期問輕過後の控訴提起

　控訴歌の堤出あるも、必要的記載事項（羨吾輩）を欠欲する揚

合、所定の印紙を貼用せざる揚合虹に控訴歌の迭達を爲し得ざ

る揚合には、控訴提起の要件を具備せざるものとして、訴歌に

起訴要件を具備せざる揚合の庭置に關する規定（一七九條）を之

れに準用して其の補正を命じ、而して夫れが途に補正せられざ

るときには、裁定を以て控訴状を却下する（三六四條）。この黙、

日民訴法に於けると同じ。然るに満民訴法は、更に「第一審法

院へ提起シタノン控訴ガ控訴期問経過後二爲サレタノンモノナノント
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キノ・第一審法院二於テ裁定ヲ以テ之ヲ却下ス」る旨を規定する

（三六二繰）○

　これは日民訴法に存しない規定であつて、恐らく第一審裁判

所は控訴事件に付き裁舞鰹を有しないが故に、訴訟手績上の裁

到として、裁定に依る控訴の却下を規定しプ～のであらう。奮民

訴條例第五百四條を踏襲しぬものである。しかし剣決の申立た

る擦訴を、到決に依らずして裁定を以て却下せしむることは。

裁到を到決と裁定とに分つ機構を棄るものであう、殊に「不適

法ナノγ控訴ニシテ其ノ欠飲ガ補正スルコト能ノ・サルモノナル揚

合二於テノ・口頭辮論ヲ経ズシプ到決ヲ以テ之ヲ却下スルコトヲ

得」（三九一條）との規定とも権衡を失する。惟ふに控訴期間経過

後の控訴は、夫れが第一審法院に提起せられると、又、控訴院

に提起せられたるとを問はず、殊更に到決を以て却下する必要

もないであらう。然らば控訴期問経過後に提起せられし控訴

は、控訴提起の要件を敏くものとして、控訴歌却下の裁定を爲

すべきものとするならば塾理論も一・貫し、制度としても整備し

たと考へられる。

1v　準備　手　績

　満洲國法院組織法に依れば、地方法院事件に付ても、第一審

は輩濁審判官に依蚤審理判決せられるのであるから（璽叢條玉一

審では準備手績が行はれない。從て準備手績に關する規定は、

控訴審の手績規定中に設けられてある（壼奎芙塗盈）。　而して夫れ



徴 満洲國民事訴訟法評’繹

は日民訴法に於けるが如く、凡ての事件に付き原則的に準備手

績を爲すのではなく、法院が相當と認むる場合、訴訟の全部若

くは一部』又は或る雫黙のみに付き、受命審到官に依る準備手績

を命じ得るものと規定する（三七七條）。

　術又、當事者髪方が準備期日に出頭せざるときは、受命審判

官は新期日を定め、當事者蟹方を呼出さなければなら戯（養杢量

天震）。この黒削口頭辮論に於けると同じ。而して當事者隻方が、

其の新期日叉は其の後の期日に出頭せざるときは、控訴の取下

ありたるものと看倣される（同傑）（→。

　（一）當事者髪方の再度の不出頭に依り控訴の取下ありと看倣きるXには、隻方

　　演再び準備期日に歓席したる場合に限られる。準備手績の終了後、口頭辮論

　　期日に當事者隻方が再び出頭せざるも、控訴の取下ありと看倣すべきではな

　　い（昭七・六・一四、朝鮮高等法院民事部判決、朝鮮高等法院判決録第一九巻

　　一四〇頁滲照）。

　以上の外．日民訴法の規定と全く同じい。

V　時機に後飢たる攻撃・防禦の方法

「當事者力故意叉ノ・重大ナノレ過失二囚り時機二後レテ提出シタ

ノン攻撃叉ノ・防禦ノ方法」に付ては、日民訴法と同じく第一審訴

訟手績中に於て、其の却下の規定を設けてゐる（二〇六條）。而し

てこの規定は當然控訴審の訴訟手績に準用せられるが（三七六條）、

其の準用の結果に付ては異説が存し得る。我が大審院の判例は、

「控訴審二於テ提出シタノン攻撃防禦ノ方法力時機二後レタルヤ

否ノ・第一審以來ノ訴訟ノ経過二基キテ之ヲ判噺スヘキモノト
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ス」（騨良彙些巻空薮饗）と云ぷも、この鋼例の背後に於て・控

訴審の機能に封する見解の分岐が存する（→。　満民訴法は、こ

の黙に付き解繹の墓準を典ふべく、控訴審の爲め別に規定を設

け、「當事者力提出シタル攻撃又ノ・防禦ノ方法ニシテ故意叉ノ・重

大ナル過失二因り第一審二於テ提出セサリシモノハ之力爲訴訟

ノ完結ヲ遅延セシムヘキモノト認ムルトキノ・法院ノ・申立二因り

叉ノ・職権ヲ以テ却下ノ裁定ヲ爲スコトヲ得」（置七三條）と規定す

る。この揚合．訴訟の完結を渥延せしむる竜のと認むべきか否

かは、控訴審の審理を基準として判噺すべきものであらう。控

訴審に於ける審理の簡捷と云ふ立揚からは．蓋し妥當の規定と

云ぷべきであるQ

　（一）　拙著、凋例民事訴訟研究一巻二〇事件ご四六頁以下参照Q

▽亙贈事者讐方不鐡頭の場合の庭置

　當事者の饗方が出頭せざる場合には．夫れが準備手績である

と、叉、口頭鼎論であるとを問はず。新期腿を定め當事者墜方

を呼出すべきこと第一審に於けると同じ（三七六條）。而して斯く

して定められブ～新期日又は其の後の期日に、再び當事者嬰方が

敏席したるときは、訴の取下に非ずして控訴の取下あうたるも

のと看鱒褐（藁雲謹沃羨）。

V翼　審響長隔受命審剰官雄に階席審講官の職鵬1規定

　第一審は輩濁審判官に依ウて審理せらる』が爲め、審到長、

受命審判官若くは陪席審到官に關する規定は、控訴審の手績規
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定中に設けられてある。即ち控訴審に於ては、第一審訴訟手績

に於ける審判官の職務は、審到長之れを行ふものとし（渡杢蚕）、

術、受命審判官をして其の職務を行はしむべき場合に於ては、

審到長に於て其の審到官を指定する（同條二項）。其の他、受命審

到官拉に陪席審到官の口頭辮論若くは謹擦調に於ける職務に關

しては、第三八七條乃至第三九〇條に規定せられてある。日民

訴法と其の規定揚所を異にするに止まう、内容に於て同じい。

第二章上 告

　上告に關する規定中、日民訴法と異なる黙を摘記すれば、次

の如くであるQ

I上告の制限
　上告に付ても控訴に於けると同じき制限が設けられる。即ち

財産権に某く訴訟の判決に翼しては、上告に因りて受くべき利

釜の債額が二百圓を超過せざるときは上告を爲すことを得ない

（濃Ω蚕）。而してこの債額の算定は、上告提起の時を標準として

定むべきものとし、其の算定方法等に付ては、控訴審に於ける

と同じく訴訟の目的の債額算定の規定を準用する（璽墜藤、蚤）。

　惟ふに上告では、上告利盆の憤額に依ウて制限することは、

斯かる方法に依う控訴を制限すること以上に好ましからざる結

果が豫想せられる。上告制限の爲めには、上告理由に制限を設
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くることが賢明と考へられるのであるが（一）趨夫れも其の國の

法律文化の程度と睨み合せての闇題である。満洲國の現状とし

ては、簡翠なる上告利盆の債額に依る制限が．寧ろ實際的と云

ふべきであらう。奮民訴條例に於ても、上告に付きこの種の凝

限が設けられてあつた（篁塁垂綾例）。

　（一）　拙著前掲、訴訟法學の盤系二七二頁以下。

　　　拙稿前掲、民商法誌、一三審四號五六六頁以下蓼照o

翌　上告審の手績

　原法院の書記官よ塵上告法院の書記官に封し訴訟記録の迭付

あめたるときは。日民訴法に於けると同じく、．上告法院の書記

官は其の旨を當事者に通知すべきものとする催Ω董）。而して上

告倣に上告の理由を記載せざるときは搬この蓮知あうたる筒よ

う四十rl以内（昌篇灘灘誌日）に一ヒ告理由書を提出することを要

するが（四〇八條〉隔満民訴法は鞠當事者の利盆を慮ゆ塾この蓮知

には通知書を逡達すべ壕ものと定むる（鐸2董）。

　次に上告審の審理に付ては．奮民訴條例は原則として書面審

理に依るべきものと規定した（農霧畷○）。満民訴法は。之れと、

一部書面審理を認むる日民訴法の規定とを折衷して隔宏く書面

審理を認め．「上告審ノ到決ハロ頭辮論ヲ経ズシテ之ヲ爲スコト

ヲ得」と規定する個一一條）。上告審の審理簡捷といふ立場から

は隔是認せらるくミきであらう。

1翼　高等法院1盆於け愚上告霧僻
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　匠法院事件の上告審は高等法院であるが億堕聾穫）、高等法院

が上告審として事件の審理を爲したる揚合、「法令ノ解繹二關シ

其ノ法院若クノ・他ノ高等法院叉ノ・最高法院ガ嘗プ上告審トシテ

爲シタノレ到決ト意見ヲ異ニスノレトキノ・裁定ヲ以テ訴訟ヲ最高法

院二移迭スルコトヲ要ス」と規定する（程i…蜜）。この移迭の裁定

には、不服申立を許す旨の規定を存しないが故に、當事者よめ

不服を申立て得ざるものと解せられる。從て移迭の裁定は其の

告知に依ウて直ちに確定し、事件は初めよう最高法院に繋属し

たものと看倣され、書類は凡べて之れを最高法院の書記官に途

付すべきものとする（塁子皇墜藤）。

　匿裁到所事件の上告審を控訴院と爲すことは、翫に我が國に

於ても司法制度改善案の一として提案せられてゐるのであつて

（一〉、　問題は法令適用の統一の黙に在る。これが封策として、

到例に違背せる控訴院の上告審到決に封しては、再上告を許す

といふ方法も考へられる。しかし法令の適用は裁到所の責任な

のであるから、満民訴法の如く、高等法院が自登的に事件を最

高法院に移迭するの方法を執らしむることが、理論上正當であ

るばかうでなく、再上告に依る四審級の審理を防止することに

もなウ賢明といふべきであらう。尤も高等法院が到例を無覗し

て上告剣決を爲し喪る場合、當事者に不服申立の途を與ふべき

か否かは問題であるが、この黙に付き別段の規定を存しないが

故に（→、若し不服の申立を許すとすれば、夫れは再審の訴に
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依らしむる外はない（璽蓑Ω舞）。之れに關しては再審の訴に於て

改めて檎門討するであらう。

　（一）　起草原案には、斯かる揚合非常上告を許す規定を設けた由であるが、本文

　　に述ぶる第四二〇條の規定を以て充分なりとする意見に制せちれ・、削除せら

　　恥たとのことであるo

第三章抗 告

　抗告に關しては、次の二黙に於て異る外、池は悉く日民訴法

と規定を同一にする。

（一）　師時抗告期間を二週問とする（農三蛮）。日民訴法は、前述

せし如く訴訟促進の要求に押され、上訴期問を極端に短縮し、

帥時抗告期問を僅か一週問と爲したのであつた。満民訴法が之

れを二週問と爲せるは妥當である。薔民訴條例にては、抗告期

問は十日であつた（同五五五條）・

（墨）　異議申立の期問　　受命審舞官叉は受託審判官の裁判に

濁し不服ある當事者は、受訴法院に異議の申立を爲し得ること、

日民訴法に於けると同じ（四二三條）。但し日民訴法は、この異議

の申立に付き何等期問の定めを爲してゐないが、満民訴法は、

即時抗告と同じく、裁到の告知あうたる鑓よウニ週間以内にこ

の撰議の申立を爲すべきものと規定する（農強）。
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第四編再 審

　再審に關し、日民訴法と規定を異にする黙を暴ぐれば．次の

如くである。

夏再審事由
　満民訴法第四三〇條は、日民訴法第四二〇條の規定する再審

事由の外に、更に…欠の事由を掲ぐる。

　四故意叉ノ・重大ナル過失二囚り公示途達ノ申立ヲ爲シ之二

　因り當事者ガ攻撃叉ノ・防禦ノ方法ヲ提出スノンコトヲ妨ゲラ

　　レタノレトキ

　之れは日民訴法に存しない再審事由である。當事者が故意又

は重大なる過失に因弧公示途蓬を爲すべき要件の具備せざる

場合に其の申立を爲し公示途達が爲されブ～としても、其の迭達

が不適法であることは論を倹ぬない。しかし日民訴法には、夫

れを以て再審事由とする旨の明文なきが爲め、到例の態度が必

ずしも一定してゐなかつた。解鐸論としては否定する外ないで

あら5。しかし判決正本が當事者に適法に迭達せられざるとき

は、之れに因う不墾期間は其の進行を開始せず、從て當該鋼決

の確定せざることは到例の認むる庭であつて（一）、この關係は

不適法なる公示途達の爲されたる場合にも同様でなければなら
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ない。尤も斯く解する場合には、當事者としては再審の訴を提

起するの必要なく冠叉。再審の訴に依塁其の椹利保護を求め得

ないことになる（轟）。　しかし假令不適法であつても列決に付き

公示迭達手績が爲されたる揚合には、實際の手績上には不憂期

問の経過に依む其の判決が確定したるものとして慮理せられる

のであるから。夫れを再審事由として．當事者に再審の訴の提

起を許すことは、不必要なる手績上の紛孚を避くるに利盆があ

る（置）。浦民訴法が。之れを以て再審事由の一に掲げたことは、

蓋し適切である。

　（一）　昭和三年十二月二十七日大斑一凋決「裁凋所力言渡シタル閲席凋決ノ距本

　　ヲ嘗事者二非サル第三巻力當事者ノ氏名ヲ冒署シ之ヲ受領セル揚合二於テハ

　　該開席蝿決ハ結局未タ本入二適法二塗達セラレサルニヨリ確定セサルモノト

　　謂ハサルヘカラス」（法律新報一七三號一三頁、最近判例集二輯五五三頁）。

　（轟）　再審の訴を許き▽るタ還例として夢ζの女騨きものオミあるo昭ラ和二二雀P説月三冒フヒ

　　民一禦決「前訴ニシテ果シテ上皆人主張ノ如ク訴外人タル辻甚五郎力檀二上

　　告人ノ氏名ヲ冒溺シ被上告人二濁シ提起シダルモノナリトセンカ之力爲上告

　　ノ＼ハ素ヨリ雷事者タル地位ヲ1販得λルモノニアラサルヲ以テ其ノ問二言波プ

　　レタル凋決ノ敷力ハ上告人高及フモノニアラサルコト君ヲ侯タサル斯ナル轟

　　ヨリ縦令該鋼快確定シタリトスルモ上告人ハ再審ノ訴ヲ提起スルノ要アルコ

　　トナキト属時二畏事訴訟法上期ノ如キ事墾受ヲ以テ再審ノ事由トナシタルコト

　　ナシ」（民集六巻一九頁）。

　（震）拘、公示送建の爲きわし蝿決が下級審の夕“央であつた揚含、「其ノ責二婦ス

　　ヘカラサル事由二因り」不攣期閥を搬怠したるものと認めちる～ならば’、上

　　訴の追完左も爲し得るものと解して然るべきであらう（昭和九年十一月六冒、

　　朝鮮高等法院民事部判決、朝鮮高等法院朔決録第二一巻四一七頁滲照）o

　次に從來聞題となっぬのは．大審院各部が．聯合部の審理に
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依らずして到例に反する判決を爲した場合である。其の判決が

裁構法第四九條に違背してゐることは明かであるが、夫れを以

てr法律一從ヒ鯛決灘蜥ヲ構成セサリシトキ」（樺梨詔

葎星嚢璽義○）に該當し再審事由となると倣すには、相當の困難が

ある。夫れは、之れを以て再審事由と爲すならば、再審の訴が

激増し、確定到決の敷力を不安定ならしむると云ふことの外、

其の違反を以て再審事由と爲す剣例の限界を定むることが、法

理的にも技術的にも困難なる黙にある。然るに浦洲國最高法院

は、其の法院の登行にか㌧る「最高法院到決例」に輯銀せられ

し興決のみを判例と爲す見解の下に（一）、「最高法院力聯合庭ノ

審判二依ラスシプ最高法院鋼決例二輯録セラレタル鋼例二反ス

ル裁到ヲ爲シタルトキノ・民事訴訟法第四百三十條第一號二所謂

法律二從ヒ判決法院ヲ構成セサリシトキニ當り再審ヲ求メ得可

キ理師わ　ハス」（黙議熱孟巻鑛些警）捌示し

た。英蜥であると同時に．之れに依ゐ到例の統一を愈々張化し

得ることが期待せられる（二）。

　（一）最高法院判決例に輯録せられてあつても、厨謂「傍論」（obiter　dictum〉

　　に判例たる敷力は認め難）・。結局「剣決ノ理由」（ratio　decidendi）としで

　　タ囁決要旨卓こ手易けf1うれたるものを判例と看なけ孝しをまならぬo

　（二）　之れに關聯して考へなければなちないことは、満民訴法第四二〇條第一項

　　に違背し、高等法院が上告審として「法令ノ解繹二關シ其ノ法院若ハ他ノ高

　　等法院叉ハ最高法院力曾テ上告審トシテ爲シタル判決」と異なれる判決を爲

　　した揚含である。前記判例の趣旨に從ふなちば、この揚合にも最高法院剣決

　　例に輯録せられたる判例に反する揚合に限り再審の訴の提起を認むぺき饗あ
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　　るが、鋼例統一の張化といふ立揚から云へば、前記満民訴法第四二〇條に違

　　背せる高等法院の上告審判決には、凡て再審の訴の提起を許すことが合目的

　　的と考へられる。但しこの場合にも、夫れは「判決ノ理由」に限定きれなけ

　　れ’ぱならない。

豆　日艮訴法第囲二一條膵譲當すゐ親定の割除

　満民訴法草案第四三一條は、日民訴法第四二一條に該當し．

「到決ノ去鉢タノン裁判ニイ寸前｛廉二定メタノレ事由アノレ〆トキノ・ヌ輿ノ

裁到二野シ濁立ノ不服ノ方法ヲ定メタル揚合二於テモ共ノ事由

ヲ以プ到決二封スル再審ノ理由ト爲ス駆トヲ得」と規定してあ

つた。然るにこの規定は、確定案に於て削除せられた。

　惟ぷに右にいふ「興決ノ墓本タノン裁鋼」とは、具膿的には到

決手績に於て終局鋼決前に爲されたる裁判（中間判決、決定又

は命令）のことであるが、これ等の裁鋼は夫れ自腱としては確

定しないのであるから、夫れに再審事由が存しても再審の訴を

提起し得ないととは明らかである。しかしその裁鋼が終局判決

の根擦となる場合には絡局判決夫れ自膿に再審事由の存するも

のと看ることが出來る（一）。　この意味に於て本條を必要なしと

して満民訴法にては割除したもの』如くである。しかし殊更に

割除する必要もなかつぬと考へる。

　（一）榊谷氏、民事訴訟法原論（上訴以下）上溺一七三頁滲照o

皿　不欝惣愚再審の訴提起に勤す愚識裁

　満民訴法は。不當なる再審の訴の提鵡を抽制すべく．「當事者

又ノ・其ノ代理人力濫リニ再審ノ訴ヲ提起シタノソ揚合鳥於テ其ノ



蟹 満洲國民事訴訟法評繹

訴ヲ却下スル到決確定シタノレトキノ・法院ノ・載定ヲ以テ三百圓以

下ノ過料二庭ス」と規定する（農≡嶺）。この裁定に封しては即時

抗告を爲し得る（同條二項）。爾、確定したる裁定に封し、不當な

る準再審の申立を爲した揚合にも、同一なる制裁が科せられる

（同條三項）。

第五編督促手績

督促手績に關しでは、次の諸黙以外に述ぶることはない。凡

て日民訴法と其の規定を同じくする。

亙督促手綾に依蓼得べ蓉講求

督促手績に依う支挑命令を登し得べき請求は「金銭其ノ他ノ

代替物叉ノ・有憤讃券ノー定ノ藪量ノ給付ヲ目的トスノン講求」に

限られること、日民訴法に於けると同じ（四四〇條）。而してこれ

等講求に付き支彿命令を登するには、「浦洲國二於テ公示途淫二

依ラスシプ其ノ命令ノ迭達ヲ爲」し得ることを要件と爲す竜（同

條但書）、奮民訴條例第五九七條と異なう「申請者力反封給付ヲ爲

スコトヲ要ス」る揚合を除外してゐない。因て申立入に於て反

封給付を爲すに非ざれば其の請求を主張すること能はざる揚合

に於ても、禽、支梯命令の申立を爲し得るものと解せられる（羨
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欝書翻峯露）（鰯

　ぐ一）　この瓢現行経民訴法に付ても同様である（同法省藏版・民事訴訟法改正調

　　査委員倉速記録八五五頁，縞野博士、民事訴訟法要義第五巻七（二 頁参照）。

翼　異議串立期間

　假執行の宣言を附したる支梯命令に勤する異議申立期問は、

該命令迭蓬の肩よう三週問である（羅五垂）。踏民訴法に比し一週

問延長せられてある（農壁蒙男黙○）。　爾、この期問を以て不礎期

糊と爲すこと。目民訴法に於けると同じ（爆吾景）。

結 ロみ欝凝コ

匿翻

　満洲國民事訴訟法の梗概以上の郊くであるo本稿の概説に依

みて竜知蚤得る如弧浦洲瞬民事訴訟法は。大膿に於て日本民

事訴訟法を其の儘に受繊し．韓方．彼の爾の特殊事精に鑑み。

又．薔民事訴訟條例を泌酌して．夫れに若干の墾更を加ヘプ～も

のである。浦洲國の織本國に封する特殊關係を想ふならば亀可

及的翼本法を其の儘に承髭し穐己むを得ざる部分に翻てのみ鍵

更を加ふることが。浦洲國の立法態度として素よウ當然でなけ

ればならの。ζの意味に於て本法は。正しき立案・起草の根本

方針に遵つてゐる。唯隔建國草創の際鬼治外法権撤塵を自指t
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て法令整備の必要に迫られ、其の他の重要法令と共に短日月の

問に制定・公布せられ史が爲め、研究の足らざる庭、條文整備

の不充分なる黙各所に散見せられる。しかし大燈に於て満足す

べき歌態に於て條文化せられ、新興國の基本法典の一として恥

かしからざる膿裁と内容とを有つものといひ得る。

　由來、訴訟なるものは、共の國の祉會生活と密接なる關係を

有つ。否、冠會生活そのものなのであるから、他國の訴訟法を

其の儘輪入したのでは實敷を基げ難い。訴訟の構造、訴訟主義

等の墓本問題に付き反省を加へ、共の反省が立法に表現せられ

なければならの。満洲國に於て旺法院事件に付ては、調停前置

主義が執られ、又、訴訟審理の促進と上訴制限との爲めに立法

上の考慮の梯はれてゐるのも、この反省考慮に基くものに外な

らない。しかし其の細部に立入うて槍討するならば、母法たる

日本民事訴訟法ようの乖離が、必ずしも十二分の反省考慮に基

き、一定方針の下に行はれたと看ることの出廉ない庭もある。

叉、無意味と思はる＼修正なきにしも非ずである。民事訴訟は、

民事紛孚解決の最後的携保なのであるから、彼の國に於て活躍

する我が國民の権盆保護といぷ立揚から、日本の民事訴訟制度

を可及的其の原形に於て移植せらる＼といふことが、強く要望

せられなければならない。叉、夫れが満洲國をして日本の踏み

分け來りし道程を辿らしめ、眞に日満不則不離の關係を具現せ

しむる所以なのでもあるQ
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　今後、満洲國の司法制度整備に件ひ、立法にまた訴訟の螢爲

に、満洲國の特殊事情を考慮すべきの要求が愈々昂凌るものと

想はれる。しかし夫れなるが故に日本の法律制度と籐ウに乖離

することは、嚴に警戒せられなければならない。愛には訴訟制

度に付てのみいふ。理論拉に實践の爾側面に亙飢日本民事訴

訟法との聯關に細心の注意の梯はるべきことを敢て要望する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和一七・一・六脆稿）
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